
Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｇｙｍ 会員規約 

 

Infinity Gymは、本規約を定めます。 

 

第１条 （定義） 

 １．「当クラブ」とは、Infinity Gymをいいます。 

 ２．「本施設」とは、当社が運営する「Infinity Gym内施設」をいいます。 

 

第２条 （運営管理会社） 

 本施設の運営管理は、当社が行います。 

 

第３条 （本規約および諸規則） 

 １．本規約は当クラブへの入会および本施設の利用について、お客様と 

当クラブが遵守しなければならない諸条件のうち、基本となる内容 

を定めるものです。 

 ２．本規約および諸規則は、会員契約の内容を構成します。但し、会員 

契約において別途の定めがある時はその定めが優先されます。 

 

第４条 （会員制度） 

 １．当クラブは会員制とします。当クラブは会員が本施設を利用し、会員 

の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流および親睦を深める 

ことを目的として運営されます。 

 ２．会員および当クラブは、本施設を利用するものが快適に過ごすこと 

が出来るよう、相互に尊重しあうものとします。 

 ３．当クラブは、会員が快適に本施設を利用することが出来るよう、 

会員の要望および安全衛生に配慮しながら本施設の維持、サービス 

の提供に努めます。また、当社は本施設においてお客様に提供する 

サービスを当社の判断に従い、業務委託先に委託することが出来る 

ものとします。 

 ４．会員は、運動およびスポーツがその性質上、少なからず危険を伴う 

ものであることを認識し、本施設を利用する際には、各自の責任に 

おいて体調、安全に配慮するとともに、自己または他のお客様が 

ケガや事故に合わないよう相互に配慮するものとします。 

 ５．会員は当クラブの秩序の維持および個別事情に応じた配慮から 

会員個々人の要望にお応え出来ない場合があることを理解する 

ものとします。 

 ６．会員ではないお客様も本条の趣旨を理解し、本規約および諸規則を 

   遵守するものとします。 

 

第５条 （入会資格） 

 １．当クラブへの入会資格は次に定めるとおりとします。 

  ・本規約および諸規則を遵守出来る方 

  ・刺青（タトゥー含む）などをしていない方。ただし、当クラブが定める 

基準に従い当クラブが認める場合を除きます 

  ・暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者または 

   その構成員その他反社会的勢力でない方 

  ・医師等により運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障がない 

と申告された方 

  ・他のお客様に伝染または感染する恐れのある疫病を有しない方 

  ・過去の会員、事務手数料、利用料等について未払いの債務のない方 

  ・過去に当クラブが運営するサービスにおいて、除名またはこれに 

類する処分を受けたことがない方 

  ・前各号に定めるほか、当クラブが適当と認めた方 

 ２．妊娠中の方については原則として本施設を利用することは認めら 

れません。ただし、当クラブが妊娠中の方を対象にしたプログラムを 

提供するなど、別途当クラブが認めた場合はこの限りではありま 

せん。 

 ３．性同一性障害その他セクシャルマイノリティの方については、当ク 

ラブが定める基準に従い、個別に検討した上で本施設の利用を 

認めることがあります。 

 

第６条 （会員契約の成立） 

 １．当クラブへの入会は本規約に同意いただいた上で入会が出来ます。 

 ２．未成年のお客様のご入会は親権者の同意を得なければならない 

ものとします。 

 

第７条 （会員資格） 

 １．会員には会員資格が付与されます。 

 ２．会員は会員資格を他に譲渡、共有または貸与することができない 

ものとします。 

 

 

第８条 （会費等の支払い） 

 １．当クラブは入会金・会費・事務手数料・利用料等の金額および 

   内容を当クラブの判断で決定または変更することが出来るものとし、 

   変更後の料金および内容については、該当する全ての利用者に適用 

されるものとします。 

 ２．会費の支払いは本施設の利用の有無にかかわらず支払わなければ 

   なりません。 

 ３．会費の支払いは当クラブが定める手段によるものとします。 

 ４．会員が申告した利用開始日以降、会員が支払った入会金、会費 

および事務手数料は理由の如何を問わず返金されないものと 

します。また、会員が当クラブを退会し、当クラブに再度入会する 

場合、会員は原則、改めて入会金および事務手数料を当クラブの 

定めに従い支払うものとします。 

 

第９条 （会員証） 

 １．当クラブは会員に対しQRコードの会員証を発行します。 

 ２．会員は原則、本施設の利用に際し会員証を提示するものとします。 

 ３．会員は会員証を適切に管理し、他に譲渡、共有または貸与しない 

   ものとします。 

 

第１０条 （お客様情報） 

 １．お客様は入会手続きおよびお客様が本施設を利用されるに際して 

   当クラブが定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴 

   その他お客様の情報（以下「お客様情報」といいます）を正しく当クラ 

   ブへ申告するものとし、また当該お客様情報に変更が生じた場合に 

   は速やかに当クラブへ当該変更内容を申告するものとします。 

 ２．当クラブは本規約に別途定める場合を除き、お客様情報を当クラブ 

   の個人情報保護方針に従い、利用・管理するほか、お客様が本施設 

   内で事故・ケガ等をされた場合、必要な範囲でご家族、会社および 

   病院その他医療関係者に開示することができるものとします。 

  

第１１条 （会員契約の取り消し） 

 １．当クラブは会員か以下のいずれかに該当すると判断した場合、会員 

   契約を取り消すことが出来るものとします。 

   ・第５条（入会資格）に定める条件に反していることが判明した場合 

   ・入会手続きにおいて虚偽の申告をし、または重大な事実を隠匿し 

    たことが判明した場合 

   ・入会手続きにおいて当クラブに申告した情報に不備や偽りがあり、 

    それについて当クラブが会員による本施設の利用を不適当である 

    と判断した場合 

 

第１２条 （休会） 

 １．会員は原則当クラブの定める事由に該当する場合、休会の手続きを 

   とることが出来ます。 

 ２．休会期間中は当クラブの定めに従い、会費の全部または一部の支払 

いが免除されるものとします。また会費の支払いに替えて休会費が 

発生することがあります。 

 

第１３条 （退会手続き） 

 １．会員は退会を希望する場合、当クラブ所定の退会手続きを取るもの 

   とします。 

 ２．退会手続きの完了日と退会日との関係は以下に定めるとおりとし、 

   退会日をもって会員契約が終了するものとします。 

   ・利用終了月の５日までに退会手続きが完了した場合、退会日は 

    退会手続き完了月の末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員 

    が退会手続き時に指定する日とします。 

   ・退会手続きの完了が６日以降になった場合、退会日は退会手続き 

    完了月の末日またはそれ以降の月の末日のうち、会員が退会手続 

    き時に指定する日とします。 

 ３．会員は本施設の利用の有無に関わらず退会日までの会費を支払う 

   必要があるものとします。また、退会に際しては退会日までに未払い 

   の利用料等その他一切の支払いを完了させるものとします。 

 ４．退会手続きは口頭・メール・Line等により退会の旨ご連絡下さい。 

   その後退会手続きの案内をお送りします。 

 ５．会員本人が死去された場合、当該会員の親族またはこれに準ずる方 

   で当クラブが認める方が退会手続きを完了させる必要があるもの 

   とし、当該退会手続きについては本条の上記各項目が適用される 

   ものとします。ただし、会員本人が死去された月の末日をもって退 

   会日とします。 

 



第１４条 （自動退会） 

 会員が連続して３か月の会費の支払いを滞納した場合または当クラブ 

 が提携する支払い方法が無効となった場合、当クラブは当該会員を退 

 会扱いとすることが出来ます。なおこれにより会費、事務手数料、利用  

 料等その他の債務の支払い義務が免除されるものではありません。 

 

第１５条 （禁止事項） 

 １．お客様は当クラブの運営について、下記の各号に該当する行為を 

   してはならないものとします。お客様に当該行為がある場合は、当ク 

ラブはお客様に対し、当該行為の禁止、本施設の設備の一部または 

全部の利用の中止、本施設からの退去等を求めることができます。 

   ・他のお客様またはスタッフに対して叩く、殴る、蹴る、強く押す、 

強く掴む、その他の暴力を振るうこと 

   ・窃盗、盗撮、のぞき、痴漢、露出、唾を吐く、その他法令または公序 

    良俗に反する行為をすること 

   ・本施設の設備等を持ち出すこと、本施設の設備を叩く、殴る、蹴る、 

    落書きをすることなどにより損壊すること 

   ・本施設内に刃物等の危険物を持ち込むこと 

   ・本施設内で政治活動、宗教活動を行うこと 

   ・本施設において許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、 

    ビラ等の配布、張り紙の掲示、撮影等を行うこと 

   ・酒気を帯びて本施設へ入館し、または本施設を利用すること 

   ・会費、利用料等その他の未払い債務を履行せずに本施設を利用 

    すること 

   ・許可なく本施設の設備や特定のエリア等を長時間独占すること 

   ・他のお客様または当クラブ、当スタッフに対して暴言、誹謗中傷、 

    いやがらせ、睨みつけ、待ち伏せ、尾行、つきまとい、個人的交友 

    の強要その他の迷惑行為や不適切な行動をとること 

   ・盲導犬等当クラブが認めた以外の動物を本施設内に持ち込むこと 

   ・本施設内指定場所以外での喫煙（電子タバコも含む） 

 ２．当クラブはお客様に以下の各号に該当する事由があると判断した時 

   は、お客様に対し、本施設の一部または全部の利用の中止、本施設 

   からの退去を求めることが出来るものとします。 

   ・第５条（入会資格）に反することが判明した場合 

   ・体調不良、伝染病への罹患、怪我の未完治その他本施設を利用 

    することが不適切だと当クラブが判断した場合 

   ・お客様の言動に対して、本施設の安全配慮および秩序維持の視点 

    から当クラブが是正を求めたにも関わらず、尚も是正されないと 

    当クラブが判断した場合 

   ・上記各号に定めるほか、お客様の行為が第４条（会員制度）の趣旨 

    に反し、本クラブの運営に支障があると当クラブが判断した場合 

 ３．お客様に前２項各号に該当する事項があった時は、当クラブはお客 

   さまの本施設への入館をお断りすることがあります。 

 

第１６条 （除名処分） 

 １．会員に前条第１５条（禁止行為）のいずれかの行為があった時は当 

   クラブは当該会員を直ちに除名処分とすることができるものとし 

ます。 

 ２．除名処分は当クラブ会員に対する口頭または書面による通知に 

   よって行うものとし、口頭で行ったときは後日これを確認する書面 

   を送付するものとします。 

 ３．会員が除名処分を受けた時は当クラブと当会員との会員契約は 

   除名処分と同時に終了します。 

 

第１７条 （会員資格の喪失） 

  会員に以下の各号に定める事由が生じた場合、会員資格を喪失する 

 ものとします。 

  ・会員が退会された場合 

  ・会員が除名された場合 

  ・会員が死去された場合 

  ・当クラブが解散した場合、または本施設が閉店した場合 

 

第１８条 （休業） 

 １．当クラブは以下の各号に定める場合、本施設の全部または一部を 

   休業することがあります。 

   ・気象、災害、突発事故その他やむをえない理由により当クラブが 

    必要と判断した場合 

   ・法令、行政指導、社会経済情勢の著しい変化その他やむをえない 

    事由が発生した場合 

   ・本施設の点検、補修、改修、その他本施設の運営管理上、当クラブ 

    が必要と判断した場合 

   ・年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その他当クラブの都合に 

    より当クラブが必要と判断した場合 

 ２．本施設の全部または一部を休業とする場合、当クラブは当クラブの 

  判断により会費の返金、減免その他の対応を取ることがあります。 

 

第１９条 （拾得物） 

 １．お客様が本施設に忘れ物または落とし物（以下「拾得物」といいます） 

   をされた場合、速やかにその旨を当クラブに問い合わせるものと 

します。 

 ２．当クラブは拾得物について、当クラブが定める保管期間経過後に 

処分出来るものとします。また、腐敗等安全衛生上の問題があると 

判断する場合、当該保管期間に限らず拾得物を処分することができ 

るものとします。 

 

第２０条 （盗難および紛失） 

 １．お客様は本クラブが会員制クラブであるとしても、本施設が会員 

   および会員以外の不特定多数の方が利用される施設であることを 

   認識し、ご自身の持ち物が紛失や盗難事故にあわないよう適切に 

   管理するものとします。 

 ２．お客様が本施設を利用する際に生じた紛失や盗難事故について、 

   当クラブは当クラブに故意または過失がある場合を除き、何らの 

   賠償責任を負わないものとします。 

 

第２１条 （怪我、事故等を回避するための諸注意） 

 １．お客様は本施設における各種活動の中には怪我、体調の急変および 

   それに付随する重篤な体調不良または疫病の発生、用具の破損、床 

   濡れによる転倒等、各種人的・物的事故またはそれらの危険を伴う 

   メニュー、状況があることを認識するものとします。また体調に不安 

   のあるお客様、服薬・通院されているお客様は、ご自身で医師に 

   相談・判断のうえ、自己責任において運動を行うものとします。 

 ２．当クラブは前項のメニューの実施に際し、お客様が安全にお楽しみ 

   いただけるよう十分に配慮するものとします。 

 ３．お客様はご自身の体調や状況を踏まえて事故や他のお客様の怪我、 

   事故を回避するよう注意するものとします。 

 ４．お客様は当クラブスタッフや指導者から怪我、事故等の会費のため 

   の指示、要請を受けたときにはそれに従うものとします。 

 ５．お客様が本施設を利用する際に生じた怪我、事故等に対して、当 

クラブは当クラブに故意または過失がある場合を除き、何ら賠償 

責任も負わないものとします。お客様同士の行為によって怪我、 

事故等が生じた時は、お客様同士の責任と費用においてこれを解決 

するものとします。 

 

第２２条 （お客様の責任） 

  お客様は本施設を利用するにあたり、故意または過失により当クラブ 

 または他のお客様、または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任 

 を負うものとします。 

 

第２３条 （本規約および諸規約の改定） 

 １．当クラブは当クラブの判断に従い、本規約を改訂することができる 

   ものとします。 

 ２．当クラブが本規約および諸規則を改定するときは改定後の内容を 

   告知するものとします。 

 ３．改定された本規約および諸規則は全てのお客様に適用され効力を 

   有するものとします。 

 

第２４条 （告知およびご連絡） 

 １．当クラブがお客様に対して行う告知およびご連絡は原則として当 

   クラブウェブサイト、メール、Ｌｉｎｅで行うものとし、お客様は当クラ 

   ブからの告知およびご連絡に留意するものとします。 

 ２．当クラブからお客様への郵送または電子メール等はお客様が当クラ 

   ブへ申告した住所またはメールアドレスに宛て発信されるものとし、 

   当該住所またはアドレス等に宛てて発信されたものがお客様に到達 

   しなかったことについて当クラブは何ら責任も負わないものと 

します。 

 

 

 

 

附則 

１．本規約は２０２３年６月１２日より発効します。 

 

以上 


